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東京電力ホールディングス株式会社について 

 

 

東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という。）の柏崎刈羽

原子力発電所の発電用原子炉の設置変更許可（６号及び７号原子炉施設の変更）

に際し、当委員会から意見を求めたところ貴職から、平成２９年１０月２４日付

け２０１７１００４資第３号をもって、「電気事業を所管し、及び原子力損害賠

償・廃炉等支援機構法を所管する立場として、東京電力ホールディングス株式会

社が貴委員会に提出した書面及び表明した取組方針に関する見解の内容につい

て異論はなく、同社がこれらをしっかりと遵守していくよう、適切に監督・指導

していく所存である。」との回答があった。 

一方、東京電力は、日本原子力発電株式会社（以下「日本原電」という。）の

東海第二発電所の新規制基準対応工事に要する資金について、資金支援を行う

意向があることを日本原電に対して書面（別紙）で表明しており、日本原電は審

査会合においてその書面を当委員会に提出したところである。また、東京電力は、

平成３０年５月３０日の当委員会の臨時会議において、かかる資金支援を行う

ことが同社の福島第一原子力発電所の廃炉作業及び柏崎刈羽原子力発電所の安 

全対策に齟齬
そ ご

を来すことはないと説明した。 

ついては、東京電力が日本原電に資金支援を行うことについて、貴職が上記回

答のとおり東京電力を監督・指導する上で支障とならないか貴職の見解を示さ

れたい。 

 

 




